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◆鍼フォニー 修正内容 Ver.250501 
◆まる福・まる障医療費支給申請書 

 

◆患者シート入力／印刷シート  

印字設定により施術所名を印字することができます。 
 

 
 

【注意】印字位置変更により、データ印刷する際は注意してください！ 
 

※印字位置に変更がありますので更新前に印刷していただいた様式と印字位置が合わなくなっています。

様式印刷した用紙に印刷される場合は注意してください。 

まる福・まる障医療費支給申請書の施術証明欄「施術所名」の印字を 患者ごとに 設定できます。 

まる福・まる障ボタンの下に「（施術証明欄）施術所名を印字する」チェックが追加されました。チェ

ック ON にすると、施術所名を印字することができます。 
 

    
 

※この機能を使用するには、【様式変更／様式印刷】より、まる福施術所名「印字しない」を選択 

する必要があります。（「印字する」は、チェックが無効（押せない状態）になります） 

愛知県 
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◆要加療期間 

 
◆不具合対応 

集計表 

月の施術が鍼 1 術一回のみのデータがある場合、該当の鍼 1 術一回のみのデータが集計表に含まれな

い不具合を訂正しました。 

集計表 

鍼灸の施術データに、1 術と 2 術の施術がそれぞれある状態で、1 術と 2 術が一定金額以上になった

場合に集計表が正常に動作しない不具合を訂正しました。 

一部負担金明細書 

施術所の住所が改行された場合、他の文字に重なってしまう不具合を訂正しました。 

 

入力月と初療日が同月の場合、同意日より優先して初療日を要加療期間の開始日と自動設定しますが、

同意日が初療日より 1 ヶ月以上前の場合は同意日を要加療期間の開始日に設定するようになりました。 

・入力月度と初療日が同じ月度内の場合、要加療期間は初療日基準となりますが、 

・新たに上記の条件を満たした状態であっても同意年月日が初療日より 1 ヶ月以上前の場合、 

要加療期間は同意年月日基準になります。 


